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2016年９月 30日 

株式会社エー・ディー・ワークス 

取締役会 

 

コーポレートガバナンス・コードに対する当社ガイドライン（方針及び取組み） 

 

【序章】当社のコーポレートガバナンス・コードへの対応に向けて（前提） 

当社の現在のコーポレートガバナンス体制は、2015年６月１日に適用が開始されましたコーポレートガ

バナンス・コード（以下、CGコード）で求められるものとは一部異なる対応であることを理解し、今後、

当社の体制が変化してゆく過程で、対応も変更してゆく必要があると認識しております。 

当社では、CGコードに適切に対応してゆくにあたり、以下の前提に基づき、具体的な取組みを進めてま

いります。 

 

１． 当社グループの経営方針及びアクションプラン 

当社グループは、2003年に不動産投資事業に本格参入して以来、高度なスキル・ノウハウ・ネット

ワークをベースに、不動産の真の価値を創造するプロフェッショナル集団をめざし、以下のとおり経

営理念を定めております。 

【エー・ディー・ワークス経営理念】 

① 公正で創造力のある企業活動を通して、社会の発展に寄与します。 

② お客様の満足と信頼を得られる高品質の商品・サービスを提供します。 

③ 株主の期待に応えられる収益を上げ、企業の価値を高めます。 

④ 従業員の個性を尊重し、能力を生かせる企業風土を築きます。 

この理念のもと、当社は、「金融立国の一翼を担う不動産投資運用ビジネスを推進する」ことを事業

方針として、その業界トップレベルを目指し、お客様の投資機会を広げるべく新しい商品・サービス

を創造し続けるとともに、個人富裕層の資産形成と資産運用に最適なサービスを適正価格で提供する

ことに努めております。また、当社はこの事業方針に則した事業モデルに沿って、「個人富裕層向けの

国内外の収益不動産事業」を軸に、不動産投資に係るサービスをワンストップで提供できる体制を構

築し、事業展開を進めております。 

こうした経営理念及び事業方針を踏まえ、今後将来に向けて当社グループがさらに成長を加速して

いくためには、その考え方をこれまで以上により多くのステークホルダー（顧客・投資家・人材

等）に理解してもらい、そして共鳴していただくことにより、ステークホルダーから「選んでいた

だける会社」「選んでいただけるサービス」にステージアップすることが必要不可欠と認識してお

ります。そのためには、当社グループがステークホルダーに向けて「約束する価値」を明確かつ積

極的に発信するとともに、それに相応しい行動を継続することにより、ステークホルダーと当社グ

ループとの絆（すなわち当社グループのブランド）を構築していくことを、次なる経営目標に据え

るべきであると考えております。 
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当社は、今後の事業展開に際し、経営資源の充実やリスク・マネジメント、ガバナンスの強化など

の経営課題にも併せて対処しながら、適切かつ積極的な経営を行ってまいります。 

   

２． 当社取締役会の在り方 

当社では、取締役会の在り方としては、その重視する役割に合わせて大きく、「業務意思決定・相互

監督型」、「監督重視型」及び「監督を主たる職責とする取締役を含む、業務意思決定・相互監督型」

の３タイプに分類できると考えています。 

「業務意思決定・相互監督型」は、業務執行に関する意思決定の役割を重視する取締役会であり、

「監督重視型」は監督、いわゆるモニタリングにその役割の比重を置くことで、日常的な業務執行の

決定権限を取締役会よりも下位の経営役員会等の決裁機関に概ね委ねている取締役会であり、一方、

「監督を主たる職責とする取締役を含む、業務意思決定・相互監督型」は、業務執行取締役による業

務意思決定の役割と監督職務を主職責とする社外取締役による監督機能を両立したハイブリッド型

の取締役会であると捉えております。 

また、CGコードが原則の中で想定している取締役会の在り方は、「監督重視型」により近く、各原則

の趣旨を充足するための手法（コード）は監督重視型の取締役会でのベストプラクティスとしての一

例を示したものと当社は認識しております。 

 CGコードの適用２年目に際し、再度当社における取締役会の在り方を検討した結果、以下に示す理

由から、現段階においては、「監督を主たる職責とする取締役を含む、業務意思決定・相互監督型」が

当社においては最善であると判断しています。その要素を、①健全なリスクテイクを促すインセンテ

ィブが働く状態、②資本構成、③規模感の３点で捉えており、これらは今後の当社の CGコードに則し

た取り組みを進める上で、前提になるものであると考えています。 

前提① 健全な    

リスクテイクを

促すインセンテ

ィブが働く状態 

現在、当社は成長期に位置することから、一層の成長に備え、経営資

源（資本・人材等）の充実は必要不可欠であると考えています。即

ち、社債に代表される負債性資金の調達による資本コストの圧縮と

それを実現可能とする時価総額の追求、不況時における財務安定性

向上のための純資産額の拡充、第２、第３のコア事業確立など、いず

れも重要な経営課題と認識しております。そのため、当社の経営が

安定期、成熟期に入るまでは、当社取締役が保守的な経営姿勢を排

除し、一般例や通例とされている選択肢に固執することなく、当社

に合致したあらゆる方策を検討し、適切にリスクをコントロールし

つつ積極的な経営を進めてゆくことは必然であり、その認識を経営

陣は共有しています。 

前提② 資本構成 
当社の代表取締役社長が大株主であるという現状は、短期的な収益

よりも中長期的な企業価値向上に向けてのインセンティブがより強

く働く状況であることに加え、短期長期を問わず、株主と経営者の
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利害の観点において基本的には一致する状況が形成されていると考

えます。 

前提③ 規模感 
取引額、事業規模、事業分野、社員数などからして、当社は執行の細

部に至るまでケアが行き届くステージにあると捉えています。 

以上の３点を踏まえ、当社の現在の経営規模と成長ステージにおいては、当社の事業に精通した、

比較的少数の取締役により構成される取締役会及び、取締役会から委譲を受けた経営役員会（一定の

当社基準を満たす業務執行取締役で構成される決裁機関）等が業務執行に関する意思決定を担うこと

で、機動的な経営判断を行い、持続的な成長と企業価値向上に対する責任を果たすことが最適だと判

断し、「監督を主たる職責とする取締役を含む、業務意思決定・相互監督型」をより実効的に実現する

ことができる「監査等委員会設置会社」を機関設計上採用しています。 

 当社の現在の資本構成に鑑みた場合、最も低減すべきリスクとして、「株主と経営者の利益相反」が

挙げられ、この前提②に示した「株主と経営者の基本的な利害の一致」が事案によっては成立しない

場合が生じることも認識しています。このリスクを回避するために、当社では、関連当事者間取引の

決裁プロセス及びこれら取引の監督機能をさらに強固なものとする必要があると考え、仮に利益相反

取引が行われる場合には、取締役会での承認決議を経ることはもちろんのこと、一定規模以上の取引

については、社外取締役による厳格な審議を経たうえで、取締役会で承認するか否かを判断すること

としております。また、取締役会の承認決議が不要な取引であったとしても、取締役が利害関係を有

しうる取引であれば、すべて取締役会に報告するものとしております。なお、当該取引に関する基準

やルールは、当社取締役会規程及び関連当事者間取引規程において定めております。 

また、利益相反が問題となりうる資本政策を行う場合には、適正な手続の確保に努めることとして

おります。当社は、社外取締役に対して、利益相反が問題となりうる取引について重点的に監督する

ことを役割として課し、これらの取引に関し牽制機能を担うことを社外取締役の重要な責務としてお

ります。社外取締役がこの牽制機能を明確に備えることは、上場企業としての責任であると認識して

おります。なお、こうした社外取締役の役割及び責務については、当社役員規程に定めております。 

 

３．  社外取締役による監督機能と助言機能 

当社では、取締役会の機能に準じて、取締役の担う職責を以下のように分類し定義しております。 

 

経営 
・企業戦略、基本方針など高次のレベルにおける意思決定 

・個別事案における業務執行の指揮・命令の拠り所となる意思決定 

執行 ・決定された意思に基づく業務執行 

監督 
・意思決定、業務執行に対する適法性視点からの歯止めとしての機能 

・意思決定、業務執行に対する相当性視点からの検証機能 

 

当社では、前提③（規模感）の理由により、「経営」と「執行」を明確に分離することなく、むしろ

一体不可分の体制とすることが現在のステージでは望ましいものと考えています。 
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一方で、当社の社外取締役は、一部事案においては、業務執行上の意思決定に議決権を行使します

（後述：助言機能※）。この場合、適法性・道義性視点から問題の認められない事案に対して意思決定

に議決権の行使を通じて関与することは、「執行」に至る指揮・命令の拠り所に権限を行使する意味を

有し、監督という観点からは「独立した立場からの監督」とはやや異なり、「自己監督」に近いスタイ

ルとなることを認識しております。CGコードが原則の中で想定している社外取締役による「監督」の

スタイルは、取締役会が戦略的な方向付けを行うなど大方針に関する意思決定の役割・責務を担う一

方で、個々の業務執行に関わる意思決定は経営陣に委ねられた、いわゆる「経営」及び「監督」と「執

行」が分離された監督重視型の取締役会が前提となり、明確に独立性が担保された非業務執行取締役

が経営の意思決定に議決権を行使することで監督職務を遂行してゆくものであると当社は理解してお

ります。 

この点、当社は、以下のような権限整備とプロセス・制度を構築することで、「経営」と「執行」を

明確に分離していない状況下での「監督」の実効性を担保してゆくよう努めております。 

前提として、社外取締役による監督機能としてのアサーションポイント及び手法について明文化し、

いわゆる、経営上の意思決定の範疇における議決権の行使（社外取締役の助言機能※）との相違を明

確に定義しております。 

 

監督機能

① 

適法性視点か

らの歯止め 

 

① 意思決定に際して、適法性（コンプライアンス、株主平等原則、

手続き、道義性、などが含まれるがこれに限らない）が論点とな

るような事項・事案について、議決権を行使出来ます。 

② 適法性が論点となるような事項・事案が、（取締役会から権限を

委譲された）経営役員会などで意思決定される場合、その事前・

事後を通じて、取締役会の決議事項とする取締役会付議権限を規

程に定めております。 

監督機能

② 

相当性視点か

らの検証 

① 取締役会が委譲した意思決定に際して相当性・合理性の視点か

ら、経営陣に対する説明請求権が制度上担保され、説明責任を尽

くさせることを通じて監督機能を果たすことが可能となります。 

② 経営役員会の議案は、開催前に社外取締役に提供され、社外取締

役は同時に事前説明請求権を有しております。 

③ 経営役員会は、社外取締役の任意の陪席を可能としております。 

④ 経営役員会の議事録は、社外取締役に提供され、社外取締役は説

明請求権を有しております。 

⑤ 経営役員間で共有しているエクゼクティブ・ガントチャート（テ

ーマ別の年間スケジュール一覧）は、タイムリーに社外取締役に

提供されます。 

⑥ 内部統制システム構築の状況を、整備・運用の観点から内部監査
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室と連携して評価することを通じて監督機能を果たします。 

助言機能

※ 

相当性視点か

らの経営参画 

① 適法性が論点とならないような事案において、非業務執行という

立場とは一線を画し、各社外取締役の経験・知見・見識に基づき、

取締役会決議に議決権を行使することを通じて関与し、助言機能

を果たします。 

② 適法性が論点とならないような個別の事案であっても、社外取締

役、業務執行取締役の双方は、それぞれ当該事案を取締役会決議

事項とする取締役会付議権限を持つことを規程に定めておりま

す。 

 

４． 取締役会機能マトリックス（社外取締役に求める資質） 

上述２に示した取締役会の体制をより有効なものにするために、当社では、選任する取締役につい

て厳選する必要があると考えています。当社は、末尾の添付資料に示したとおり、当社取締役会全体

で必要とする機能を「取締役会機能マトリックス」としてまとめ、機能の種類を大きく２つに分類し、

それぞれ「機能分類１：監督機能を果たすための適性」、「機能分類２：企業価値向上に資する助言機

能適性」と整理する中で、社外取締役の起用要件として「機能分類１：監督機能を果たすための適性」

を必要条件と位置づける考え方を採用しています。さらに、社内業務執行取締役も含めて、取締役個々

人の能力や経験等を本マトリックスに準じて評価し、取締役会全体としてこれらの機能すべてが充足

される体制を追求しています。社内業務執行取締役は、そのバックグラウンド、経験、知識など一定

の共通項を有することは、前述の前提①～③で示した当社の現在のステージに鑑みるに必然と考えら

れる一方で、取締役会の多様性や監督機能を充実させるためには、社外取締役それぞれの知識や経験

が偏ることなく、当社取締役会全体として求める機能を補完し均整のとれた体制の構築に努めるとと

もに、新たな取締役候補者を選定する際には、重要な検討材料として活用してゆくことが重要である

と考えています。 

 

■取締役会機能マトリックス骨子 

機能分類１：監督機能を果たすための適性 機能分類２：企業価値向上に資する助言機能適性 

① 経営に関する経験値・ノウハウに関する事項

（４項目） 

① ビジネス・事業領域（５項目） 

② 会社法に関する事項（４項目） ② コーポレートアクション領域（４項目） 

③ ガバナンス及びリスク・マネジメントの在り方

に関する事項（５項目） 

③ その他の領域（４項目） 

④ ファイナンス及び株主・投資家とのエンゲージ

メントに関する事項（６項目） 
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５． 資本政策の考え方 

当社では、独自のビジネスモデルにより、一層の成長を実現するためには、経営資源の充実は必要

不可欠であり、なかでも資金の調達は欠かせないものと考えています。そのため、当社は財務体質の

強化を図るにあたり、金融機関からの借入れのみならず、直接金融を念頭においた資本政策の必要性

を認識しています。 

こうした資本政策により、当社代表取締役社長の当社株式の持分比率の低下が生じ、上述の「株主

と経営者の基本的な利害の一致」という前提②が変化する可能性が生じるほか、当社の株主構成にお

いて、現状、機関投資家の保有割合はほとんどないものの、今後、機関投資家による投資対象となる

ことも想定されます。そのような可能性に備え、取締役会の機能及びガバナンス体制については、状

況に応じて適正に、その在り方を変えてゆく必要性を認識しています。 

 

６． 今後のコーポレートガバナンス・コードの対応 

当社では、上述の前提①から③の変化に応じて、CGコードの趣旨に鑑み、当社のコーポレートガバ

ナンス体制を変更してゆく必要があるものと考えています。今後、成長過程で必要と考えられる施策

により、上述の前提①から③が変化する要素として、次の５つの事象が想定されます。 

（１） 資本政策（資金調達） 

株主と経営者の利害一致に影響（前提②が変化） 

（２） 時価総額の拡大 

機関投資家の投資対象化に伴う、その投資基準に適合するためのガバナンス体制強化の必

要性（前提①②が変化） 

（３） 取引量の拡大、売上規模の拡大 

業務執行の細部までのケアが困難（前提③が変化） 

（４） 組織の拡大、人員の増加 

業務執行の細部までのケアが困難（前提③が変化） 

（５） 新規事業（新たなコア事業を含む）の創出、ビジネスラインの多様化 

業務執行の細部までのケアが困難（前提①③が変化） 

 

そこで、当社では、（１）から（５）が進行していく通過点としての規模感（イメージ）を具体的な

指標（ガイダンス）として提示し、そのガイダンスを目指す過程において、取締役会の在り方を含め、

段階的に CG コードに則した適切なガバナンス体制を構築してゆく方針です。これは、序章２（前提

①）に示した当社取締役会が行うリスクテイクの姿勢が変わるものではなく、健全なリスクテイクを

支えるためにガバナンス体制を変化させることが必要不可欠であるとの考えに基づくものです。当社

が目指す規模感を示すガイダンスは、次のとおりです。 
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      ■当社の目指す規模感を示すガイダンス 

 目安値 

連結純資産 250億円 

連結社員数 200名 

時価総額 350～400億円 

 

なお、当社はこのガイダンスを目指すにあたり、実現までの期間やスケジュールなどの時間軸は置

かないものとしております。 
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【本章】コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の考え方と現状 

  序章に示した前提及び方針をもとに、当社の各基本原則に対する考え方を示した上で、現時点における

各原則及び補充原則への対応状況（Comply or Explain）を以下のとおりまとめております。 

Explain の項目については、その理由を説明しており、Comply の項目につきましても、当社の具体的な

取組みについて説明すべき事項については記述しております。 

また、本章において、当社における「経営陣」「経営陣幹部」を次のとおり定義し用いております。 

「経営陣」：業務執行取締役、執行役員及びそれと同等クラス以上の職員 

「経営陣幹部」：業務執行取締役のうち、一定の基準を満たした取締役 

（当社では、社長、副社長、CFO等の役付取締役が該当し、総称して経営役員という） 

なお、表中をブルー■で色づけしている箇所は、東京証券取引所より開示を義務付けられている項目です。 

 

基本原則１ （Comply 13:Explain ３） 

上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に

行使することができる環境の整備を行うべきである。また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保す

べきである。少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質

的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。 

  

当社は、透明性、公平性、継続性を基本に、株主・投資家の皆様に対する適時、的確な情報提供に努める

ことを情報開示の基本方針としております。具体的には、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適

時開示規則に準拠した情報の開示に加えて、当社に対する理解促進に有効と思われる情報などについても

できる限り積極的な情報開示に努めるほか、すべての株主の皆様が公平に権利を行使できるよう配慮する

など、株主の皆様をはじめとする投資者の方々が適切に投資判断を行える環境整備に努めてまいります。 

 

原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

原則１－１ 

（株主の権利の確

保） 

上場会社は、株主総会における議決

権をはじめとする株主の権利が実質

的に確保されるよう、適切な対応を

行うべきである。 

●  - 

補充原則１－１① 取締役会は、株主総会において可決

には至ったものの相当数の反対票が

投じられた会社提案議案があったと

認めるときは、反対の理由や反対票

が多くなった原因の分析を行い、株

主との対話その他の対応の要否につ

いて検討を行うべきである。 

● 

 

 当社では、議決権行使数の 20％を超え

る反対票が投じられた場合には、その

原因を分析するほか、対応の要否など

につき、取締役会で検討する旨を取締

役会規程に定めております。 

 

必要に応じて、原因の分析結果を踏ま

えた将来の取組方針などについて、株

主の皆様にご説明してまいります。 

補充原則１－１② 上場会社は、株主総会決議事項の一

部を取締役会に委任するよう株主総

会に提案するに当たっては、自らの

取締役会においてコーポレートガバ

ナンスに関する役割・責務を十分に

● 

 

 当社では、序章６で述べたとおり、ガ

バナンス体制を当社の成長や資本構成

の変化にあわせ、段階的に適切な体制

に変えてゆく方針です。この方針に則

し、序章２に記載のとおり、経営上の
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

果たし得るような体制が整っている

か否かを考慮すべきである。他方で、

上場会社において、そうした体制が

しっかりと整っていると判断する場

合には、上記の提案を行うことが、経

営判断の機動性・専門性の確保の観

点から望ましい場合があることを考

慮に入れるべきである。 

意思決定に関わる事項については、経

営役員会及び取締役会の審議を経るも

のとしており、各機関においては、委

任する事項や重きを置くべき議論の焦

点を明確化し、経営判断の機動性・専

門性を確保するよう努めております。 

補充原則１－１③ 上場会社は、株主の権利の重要性を

踏まえ、その権利行使を事実上妨げ

ることのないよう配慮すべきであ

る。とりわけ、少数株主にも認められ

ている上場会社及びその役員に対す

る特別な権利（違法行為の差止めや

代表訴訟提起に係る権利等）につい

ては、その権利行使の確保に課題や

懸念が生じやすい面があることか

ら、十分に配慮を行うべきである。 

 

●  - 

原則１－２ 

（株主総会におけ

る権利行使） 

上場会社は、株主総会が株主との建

設的な対話の場であることを認識

し、株主の視点に立って、株主総会に

おける権利行使に係る適切な環境整

備を行うべきである。 

●  - 

補充原則１－２① 上場会社は、株主総会において株主

が適切な判断を行うことに資すると

考えられる情報については、必要に

応じ適確に提供すべきである。 

●  - 

補充原則１－２② 上場会社は、株主が総会議案の十分

な検討期間を確保することができる

よう、招集通知に記載する情報の正

確性を担保しつつその早期発送に努

めるべきであり、また、招集通知に記

載する情報は、株主総会の招集に係

る取締役会決議から招集通知を発送

するまでの間に、TD-net や自社のウ

ェブサイトにより電子的に公表すべ

きである。 

●  - 

補充原則１－２③ 上場会社は、株主との建設的な対話

の充実や、そのための正確な情報提

供等の観点を考慮し、株主総会開催

日をはじめとする株主総会関連の日

程の適切な設定を行うべきである。 

 

 ● 当社は、総会開催の準備日数、法定の

開催期限、適切な総会会場の確保等の

観点から、総会開催日を設定しており

ます。このため、適切な総会会場の確

保等の事情から、いわゆる集中日に開

催する場合もあります。ただし、この

場合にあっても、招集通知の早期発

送・電子的公表といった他の原則で求

められる事項に関する対応を行うこと

により、株主総会関連の日程を全体と

して適切に設定するようにしておりま

す。 

補充原則１－２④ 上場会社は、自社の株主における機

関投資家や海外投資家の比率等も踏

 ● 

 

当社株主名簿上、機関投資家及び海外

投資家の持株比率は極めて低い状況で
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

まえ、議決権行使の電子行使を可能

とするための環境作り（議決権電子

行使プラットフォームの利用等）や

招集通知の英訳を進めるべきであ

る。 

 

す。今後の株主構成の動向を踏まえ、

必要に応じて適切な対応を検討してま

いります。 

補充原則１－２⑤ 信託銀行等の名義で株式を保有する

機関投資家等が、株主総会において、

信託銀行等に代わって自ら議決権行

使の行使等を行うことをあらかじめ

希望する場合に対応するため、上場

会社は、信託銀行等と協議しつつ検

討を行うべきである。 

 ● 本原則を検討した結果、現在の当社の

株主構成では信託銀行等の名義で株式

を保有する機関投資家が存在しないと

いう現状を踏まえ、実施しておりませ

ん。 

 

今後の株主構成の変化に応じて、再度

検討を進めてまいります。 

 

原則１－３ 

（資本政策の具体

的な方針） 

上場会社は、資本政策の動向が株主

の利益に重要な影響を与え得ること

を踏まえ、資本政策の基本的な方針

について説明を行うべきである。 

●  序章５に記載のとおり、当社の資本政

策に対する考え方（方針）を示してお

ります。 

原則１－４ 

（いわゆる政策保

有株式） 

上場会社がいわゆる政策保有株式と

して上場株式を保有する場合には、

政策保有に関する方針を開示すべき

である。また、毎年、取締役会で主要

な政策保有についてそのリターンと

リスクなどを踏まえた中長期的な経

済合理性や将来の見通しを検証し、

これを反映した保有のねらい・合理

性について具体的な説明を行うべき

である。上場会社は、政策保有株式に

係る議決権の行使について、適切な

対応を確保するための基準を策定・

開示すべきである。 

● 

 

 当社は、現時点において、政策保有株

式を保有しておらず、また、現在のと

ころ、その予定はありません。しかし

ながら、今後、当社事業の拡大にあた

り、業務提携などを行う場合は想定さ

れ、そういった経営判断を行う際に

は、政策保有に関する方針を事前に策

定し、社内整備を行った上で実行する

ものと考えており、当該方針、運用状

況等については適切に開示してまいり

ます。 

 

 

原則１－５ 

（いわゆる買収防

衛策） 

買収防衛の効果をもたらすことを企

図してとられる方策は、経営陣・取締

役会の保身を目的とするものであっ

てはならない。その導入・運用につい

ては、取締役会・監査役は、株主に対

する受託者責任を全うする観点か

ら、その必要性・合理性をしっかりと

検討し、適正な手続を確保するとと

もに、株主に十分な説明を行うべき

である。 

●  当社が採用している大規模買付ルール

は、直接、買収防衛の効果をもたらす

設計ではなく、その是非を株主の皆様

による適正な判断に委ねるための手続

きの確保を目的としたものでありま

す。このようなルールを備えておくこ

とは、大規模買付者以外の株主の皆様

に等しく情報を共有し透明化すること

で、株主の皆様の権利を平等に確保す

ることとなるため、本原則の趣旨に則

したものであり、また、取締役会とし

て当然の責務であると考えておりま

す。従って、大規模買付ルールを備え

ておくことは基本原則４に定められる

「取締役会の責務」に準じたものであ

るとも認識しております。 

補充原則 1－５① 上場会社は、自社の株式が公開買付

けに付された場合には、取締役会と

しての考え方（対抗提案があればそ

の内容を含む）を明確に説明すべき

●  - 
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

であり、また、株主が公開買付けに応

じて株式を手放す権利を不当に妨げ

る措置を講じるべきではない。 

原則１－６ 

（株主の利益を害

する可能性のある

資本政策） 

支配権の変動や大規模な希釈化をも

たらす資本政策（増資、ＭＢＯ等を含

む）については、既存株主を不当に害

することのないよう、取締役会・監査

役は、株主に対する受託者責任を全

うする観点から、その必要性・合理性

をしっかりと検討し、適正な手続を

確保するとともに、株主に十分な説

明を行うべきである。 

 

 

● 

 

 序章２に記載のとおり、当社は、利益

相反が問題となりうる資本政策を行う

場合に適正な手続を確保することが重

要な課題であることを認識しており、

その実施に際しては、社外取締役の意

見を重視するなど、必要性・合理性を

精査し、株主の皆様への十分な説明を

行ってまいります。 

 

また、当該資本政策が決議され、開示

を行う場合には、実施の目的に加え、

検討のプロセスや手続きの適正性など

につき、監督の立場にある社外取締役

の発言要旨を開示文書に記述するな

ど、十分に説明責任を果たせるよう努

めてまいります。 

原則１－７ 

（関連当事者間の

取引） 

上場会社がその役員や主要株主等と

の取引（関連当事者間の取引）を行う

場合には、そうした取引が会社や株

主共同の利益を害することのないよ

う、また、そうした懸念を惹起するこ

とのないよう、取締役会は、あらかじ

め、取引の重要性やその性質に応じ

た適切な手続を定めてその枠組みを

開示するとともに、その手続を踏ま

えた監視（取引の承認を含む）を行う

べきである。 

●  

 

序章２に記載のとおり、関連当事者間

取引は、当社の現在の資本構成に鑑み

た場合、リスクになり得ると認識して

おります。そのため、リスク回避を目

的として、当該取引についての監督機

能をより強固なものとし、取締役会に

おいて厳しく審議したうえで承認する

か否かを判断するほか、決議が不要な

取引についても、取締役が利害関係を

有しうる場合には取締役会に報告する

ものとしております。 

 

また、社外取締役には、これら取引の

重点的な監督を役割として課しており

（適法性視点からの歯止め）、取締役会

での審議や報告を通じて、社外取締役

による牽制機能が果たされる仕組みを

採用しております。 
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基本原則２ （Comply ７:Explain １） 

上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会

をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、こ

れらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。取締役会・経営陣は、これらのステークホルダ

ーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべき

である。 

 

当社は、当社を取り巻くステークホルダーとの適切な協働を通じることによって、当社の持続的な成長

と中長期的な企業価値の創出が実現されるものと認識しております。そのため、当社はこれらのステーク

ホルダーの権利や立場、健全な事業活動を尊重することを約するため、序章１に示したとおり、その趣旨

を込めた経営理念を定めております。また、取締役会・経営陣は社内の意識統一、企業文化・風土の醸成に

努めております。 

 

原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

原則２－１ 

（中長期的な企業

価値向上の基礎と

なる経営理念の策

定） 

上場会社は、自らが担う社会的な責

任についての考え方を踏まえ、様々

なステークホルダーへの価値創造

に配慮した経営を行いつつ中長期

的な企業価値向上を図るべきであ

り、こうした活動の基礎となる経営

理念を策定すべきである。 

●  当社は、社会的な責任や様々なステ

ークホルダーへの価値創造などにつ

いての当社の考え方を踏まえ、序章

１に記載のとおり、経営理念を策定

しております。 

原則２－２ 

（会社の行動準則

の策定・実践） 

上場会社は、ステークホルダーとの

適切な協働やその利益の尊重、健全

な事業活動倫理などについて、会社

としての価値観を示しその構成員

が従うべき行動準則を定め、実践す

べきである。取締役会は、行動準則

の策定・改訂の責務を担い、これが

国内外の事業活動の第一線にまで

広く浸透し、遵守されるようにすべ

きである。 

● 

 

 

 

当社は、序章１に記載の経営理念に

則し、役員・従業員が従うべき「企

業行動憲章」を定めております。こ

の企業行動憲章は、全社員が会する

朝礼で月１回は必ず周知を行うほ

か、取締役会において、年に１回、

その遵守状況が報告事項として上程

され、当該遵守状況を踏まえて、必

要に応じた対応を講じることができ

るよう努めております。なお、本事

項は、当社取締役会規程に定めてお

ります。 

補充原則２－２① 取締役会は、行動準則が広く実践さ

れているか否かについて、適宜また

は定期的にレビューを行うべきで

ある。その際には、実質的に行動準

則の趣旨・精神を尊重する企業文

化・風土が存在するか否かに重点を

置くべきであり、形式的な遵守確認

に終始すべきではない。 

● 

 

 

原則２－３ 

（社会・環境問題を

はじめとするｻｽﾃﾅ

ﾋﾞﾘﾃｨｰを巡る課題） 

上場会社は、社会・環境問題をはじ

めとするサステナビリティー（持続

可能性）を巡る課題について、適切

に対応を行うべきである。 

● 

 

 当社は、資源の有効活用につながる

不動産の再生に関する事業を展開し

ているため、真摯に事業を継続さ

せ、わが国の経済発展に貢献するこ
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

補充原則２－３① 取締役会は、サステナビリティー

（持続可能性）を巡る課題への対応

は重要なリスク管理の一部である

と認識し、適確に対処するととも

に、近時、こうした課題に対する要

請・関心が大きく高まりつつあるこ

とを勘案し、これらの課題に積極

的・能動的に取り組むよう検討すべ

きである。 

●  と自体が社会・環境問題をはじめと

するサステナビリティーへの取り組

みになると考えております。 

当社の事業の継続に関する主なリス

クとその対応について、以下①②に

記載します。 

① 技術革新への対応 

わが国の不動産業界においては「ク

ラウドコンピューティング」「IOT」

「ビッグデータ」「デジタル、モバイ

ル」といった革新が近い将来、急速

にもたらされると予想され、不動産

と ITの融合を指す「不動産テック

（Real Estate Tech）」という言葉も

聞かれるようになりました。当社は

不動産テックにおいて先行するた

め、事業企画部門にて調査、研究を

進めています。 

② 次世代経営者の育成 

当社がゴーイングコンサーンである

ためには、次世代の経営陣育成が不

可欠であり、補充原則４－１③に記

載する「ネクスト・マネジメントボ

ード・プロジェクト」の実施等の取

り組みを行っています。 

原則２－４ 

（女性の活用促進

を含む社内の多様

性の確保） 

上場会社は、社内に異なる経験・技

能・属性を反映した多様な視点や価

値観が存在することは、会社の持続

的な成長を確保する上での強みと

なり得る、との認識に立ち、社内に

おける女性の活用促進を含む多様

性の確保を推進すべきである。 

 ● 

 

当社では、性別、国籍に関わらず、

経験、能力、多様な視点や価値観を

有する社員が活躍できる職場づくり

に積極的に取り組んでおります。ま

た同時に、時短勤務やパートタイマ

ーなど就業形態の多様化を図ってお

り、男女を問わず、ライフスタイル

に合わせた働きやすい環境整備を進

め、就業の門戸を広げるよう努めて

おります。 

なお、2016年３月末日現在の①全従

業員数の男女比（中途採用者、新卒

採用者別）、②2015年度採用者の男

女比率、③管理職の男女比率は以下

のとおりです。 

        （男性：女性） 

① 中途 68％：32％ 

① 新卒 64％：36％ 

② 採用者 60％：40％ 

③ 管理職 89％：11％ 

 

女性の活躍推進に取り組むものの、

現状の数値からは、一定の比率に至

っていないことから、本原則は

Explainとしておりますが、引き続
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

き、これらの動向は注視していく方

針です。 

 

当社では、現在、新卒社員を男女同

等の人数で採用を進めており、これ

らの社員が中堅（管理職への昇進時

期）となる時期をむかえる頃、女性

の活躍が自然に数値に表れてくるも

のと考えています。 

 

企業規模や現状を踏まえて、政策的

に管理職に占める女性の割合を増加

させるなどの、いわゆるポジティ

ブ・アクションの手法は採用せず、

現在と変わらず、個別の資質、能

力、適性に基づき、男女の区別なく

管理職の登用を実行していく方針で

す。 

 

原則２－５ 

（内部通報） 

上場会社は、その従業員等が、不利

益を被る危険を懸念することなく、

違法または不適切な行為・情報開示

に関する情報や真摯な疑念を伝え

ることができるよう、また、伝えら

れた情報や疑念が客観的に検証さ

れ適切に活用されるよう、内部通報

に係る適切な体制整備を行うべき

である。取締役会は、こうした体制

整備を実現する責務を負うととも

に、その運用状況を監督すべきであ

る。 

 

● 

 

 当社では、内部通報規程を定め、通

報窓口を外部弁護士事務所に設けて

います。また、内部通報があった場

合、コンプライアンス・オフィサー

の指揮のもと、調査チームが設置さ

れ、直ちに事実関係の調査を行うも

のとしており、その結果について

は、代表取締役社長または取締役会

に報告される流れになっておりま

す。 

 

加えて、毎年１月から 12月までの１

年間の内部通報状況、その是正状況

などにつき、翌年１月の取締役会に

必ず報告することを定例化してお

り、取締役会がその運用状況を監督

できるようにしております。 

 

また、調査結果報告及び是正結果に

ついては、プライバシーに配慮しつ

つ、通報者に通知するものとしてお

ります。さらには、通報者は匿名で

通報することも可能であり、通報者

は秘匿され、不利益に取り扱われる

ことのない体制を整備しておりま

す。 

補充原則２－５① 上場会社は、内部通報に係る体制整

備の一環として、経営陣から独立し

た窓口の設置（例えば、社外取締役

と監査役による合議体を窓口とす

る等）を行うべきであり、また、情

報提供者の秘匿と不利益取扱の禁

止に関する規律を整備すべきであ

る。 

 

● 
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基本原則３ （Comply ５:Explain １） 

上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情

報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも

主体的に取り組むべきである。その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行

う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報（とりわけ非財務情報）が、正確で利用者にとって分かりや

すく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。 

 

 当社では、透明性、公平性、継続性を基本に、株主・投資家の皆様に対し、適時、的確な情報提供に努め

ることを情報開示の基本方針としております。金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則

に準拠した情報の開示に加えて、当社に対する理解促進に有効と思われる情報（定性情報及び定量情報）

につきましても、できる限りの情報開示が必要であるとの認識のもと、分かりやすさを重視した IR資料の

作成に取り組むほか、当社 Webサイトを活用するなど積極的な情報開示に努めております。 

 

原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

原則３－１ 

（情報開示の充実） 

上場会社は、法令に基づく開示を適

切に行うことに加え、会社の意思決

定の透明性・公正性を確保し、実効

的なコーポレートガバナンスを実

現するとの観点から、（本コードの

各原則において開示を求めている

事項のほか、）以下の事項について

開示し、主体的な情報発信を行うべ

きである。 

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理

念等）や経営戦略、経営計画 

 

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を

踏まえた、コーポレートガバナンス

に関する基本的な考え方と基本方

針 

 

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締

役の報酬を決定するに当たっての

方針と手続 

 

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選任

と取締役・監査役候補の指名を行う

に当たっての方針と手続 

 

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏ま

えて経営陣幹部の選任と取締役・監

査役候補の指名を行う際の、個々の

選任・指名についての説明 

● 

 

 当社では、本原則の(ⅰ)から 

（ⅴ）について以下のとおり開示を

行っております。 

 

（ⅰ）当社は、経営理念、経営戦略

及び中期経営計画を Webサイトに掲

載しております。 

中期経営計画の策定にあたっては、

PEST分析や VRIO分析などの環境分析

や経営資源の評価を行ったうえで、

持続可能性についても考慮した計画

を立案しており、定量的な経営計画

に加えて、その実現に向けた施策や

具体的な取組み内容等も併せて開示

しております。 

 

（ⅱ）コーポレートガバナンス報告

書及び有価証券報告書の提出に加

え、本「コーポレートガバナンス・

コードに対する当社ガイドライン

（方針及び取組み）」を公表し、当社

Webサイト上の「コーポレートガバナ

ンス」専用ページを設けて、掲載し

ております。 

 

（ⅲ）経営陣幹部・取締役の報酬の

決定方針及び手続に関しては、人事

コンサルティングファーム（マーサ

ー・ジャパン株式会社など役員報酬

サーベイを実施しているファームを

選定）からの助言を参考に決定して

おります。 

 

報酬決定のプロセス 

① 外部専門家による取締役会レク
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

チャー（ⅰ：近時の役員報酬ト

レンド、ⅱ：当社取締役報酬ポ

リシーについての講評、ⅲ：当

社取締役報酬決定プロセスにつ

いての講評、ⅳ：過年度の当社

取締役報酬水準・ミックスにつ

いての講評） 

② 取締役会で代表取締役社長に報

酬決定一任決議 

③ 代表取締役社長の報酬案を監査

等委員会で説明 

④ 代表取締役社長による取締役会

へ決定報告 

 

（ⅳ）及び（ⅴ）当社では、序章４

に記載のとおり、社内取締役及び社

外取締役に求める役割を「取締役会

機能マトリックス」に定めており、

これに従って、取締役候補者を評価

し、その指名を行う際の重要な検討

材料としています。 

 

取締役会機能マトリックス 

監督機能適性 

① 経営ノウハウ（４項目） 

② 会社法（４項目） 

③ ガバナンス・リスクマネジメン

ト（５項目） 

④ ファイナンス・エンゲージメン

ト（６項目） 

助言機能適性 

① ビジネス（５項目） 

② コーポレートアクション（４項

目） 

③ その他（４項目） 

 

この他、経営陣においては、主に執

行役員及びそれと同等クラスの人材

に「ネクスト・マネジメントボー

ド・プロジェクト」への参加を義務

付け、外部コンサルティング機関を

活用した研修参加者の個人アセスメ

ントを行っており、これらも次期取

締役候補者の検討材料としておりま

す。上記の評価結果などを参考に

し、取締役会の承認をもって選定及

び指名を行っております。 

補充原則３－１① 上記の情報の開示に当たっても、取

締役会は、ひな型的な記述や具体性

を欠く記述を避け、利用者にとって

付加価値の高い記載となるように

すべきである。 

●  - 
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

補充原則３－１② 上場会社は、自社の株主における海

外投資家等の比率も踏まえ、合理的

な範囲において、英語での情報の開

示・提供を進めるべきである。 

 ● 当社では、現在、決算短信及び決算

補足資料/IR説明会資料については、

国内（日本語版）の公表から５営業

日後に英語版を当社 Webサイトに掲

載しております。しかしながら、現

在は当社の株主構成における海外投

資家等の比率は極めて低く、現状の

取組み以上に、英文でのより積極的

な情報開示・提供を行う予定はあり

ません。 

今後の海外機関投資家による当社株

式保有比率の動向を見ながら、日本

語版/英語版の公表タイムラグの短

縮、株主総会の招集通知の英語版の

導入等について検討してまいりま

す。 

原則３－２ 

（外部会計監査人） 

外部会計監査人及び上場会社は、外

部会計監査人が株主・投資家に対し

て責務を負っていることを認識し、

適正な監査の確保に向けて適切な

対応を行うべきである。 

●  - 

補充原則３－２① 監査役会は、少なくとも下記の対応

を行うべきである。 

（ⅰ）外部会計監査人候補を適切に

選定し外部会計監査人を適切に評

価するための基準の策定 

（ⅱ）外部会計監査人に求められる

独立性と専門性を有しているか否

かについての確認 

●  - 

 

補充原則３－２② 取締役会及び監査役会は、少なくと

も下記の対応を行うべきである。 

（ⅰ）高品質な監査を可能とする十

分な監査時間の確保 

（ⅱ）外部会計監査人からＣＥＯ・

ＣＦＯ等の経営陣幹部へのアクセ

ス（面談等）の確保 

（ⅲ）外部会計監査人と監査役（監

査役会への出席を含む）、内部監査

部門や社外取締役との十分な連携

の確保 

（ⅳ）外部会計監査人が不正を発見

し適切な対応を求めた場合や、不

備・問題点を指摘した場合の会社側

の対応体制の確立 

●  - 

 

  



 

18 

 

基本原則４ （Comply 22:Explain ９） 

上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価

値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、 

（１）企業戦略等の大きな方向性を示すこと 

（２）経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと 

（３）独立した客観的な立場から、経営陣（執行役及びいわゆる執行役員を含む）・取締役に対する実効性の 

高い監督を行うこと 

をはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。こうした役割・責務は、監査役会設置会社（その役割・

責務の一部は監査役及び監査役会が担うこととなる）、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、

いずれの機関設計を採用する場合にも、等しく適切に果たされるべきである。 

 

当社では、企業戦略等の方向性を示し、適切にリスクテイクできる環境を備えた取締役会の在り方は、

企業の規模感や成長に合わせ変化していくものであると認識しております。加えて、どのような体制を採

用するとしても、実効性の高い監督を行い、牽制機能を備えることの重要性を認識し、体制整備や機関設

計を行っております。（現取締役会の体制については、序章２及び３に記載しております。） 

本基本原則４（３）に関しては序章２及び３に記載のとおり、「経営」と「執行」を明確に分離していな

い状況下にある当社において、社外取締役は、その助言機能として議決権を行使する事項・事案を有して

おり、当該事案においての独立した客観的な立場という観点では、自己監督の性格を有しております。こ

の点、当社は、社外取締役による監督機能の実効性を確保するための体制を整備し運用しているものの、

基本原則４（３）で想定されているスタイルとは一部異なっていることを認識しております。 

 

原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

原則４－１ 

（取締役会の役割・

責務(1)） 

取締役会は、会社の目指すところ

（経営理念等）を確立し、戦略的な

方向付けを行うことを主要な役

割・責務の一つと捉え、具体的な経

営戦略や経営計画等について建設

的な議論を行うべきであり、重要

な業務執行の決定を行う場合に

は、上記の戦略的な方向付けを踏

まえるべきである。 

●  当社取締役会は、経営理念や、中期経

営計画の実現に向けた戦略等の議論を

活発に行っており、そこで共有された

方向性を軸に、経営判断がなされてお

ります。 

補充原則４－１① 取締役会は、取締役会自身として

何を判断・決定し、何を経営陣に委

ねるのかに関連して、経営陣に対

する委任の範囲を明確に定め、そ

の概要を開示すべきである。 

● 

 

 当社取締役会は決議事項を以下の４種

のカテゴリーに分類し、それ以外の事

項・事案については経営陣に委譲して

おります。 

 

取締役会決議事項 

① 会社法 399条の 13で規定されて

いる事項 

② 適法性視点から社外取締役が指定

した事項・個別事案 

③ 当社取締役会規程で定められてい

る事項 

④ 相当性視点から監査等委員会、経

営役員会により取締役会決議が望

ましいと認められた個別事案 
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

当社取締役会は、会社法で規定された

範囲のいわゆる重要な業務執行の決定

に加え、取締役会規程や決裁権限一覧

に定められた範囲でその他の業務執行

をも担っています。 

 

また、重要な監督職務として、適法性

視点からの歯止めを果たすことを社外

取締役に課しており、適法性視点に

は、コンプライアンス、株主平等原

則、手続き、道義性、などを含みます

がこれに限られません。 

 

一方、序章２に記載のとおり、取締役

会の下位に位置づけられた会議体であ

る経営役員会においては、取締役会に

上程する議案すべてについて業務執行

及び相互監督の観点から審議を行うほ

か、経営役員会規程及び決裁権限一覧

に定めた範囲の業務執行の決定につい

て、取締役会から委任されています。 

補充原則４－１② 取締役会・経営陣幹部は、中期経営

計画も株主に対するコミットメン

トの一つであるとの認識に立ち、

その実現に向けて最善の努力を行

うべきである。仮に、中期経営計画

が目標未達に終わった場合には、

その原因や自社が行った対応の内

容を十分に分析し、株主に説明を

行うとともに、その分析を次期以

降の計画に反映させるべきであ

る。 

● 

 

 当社取締役会は、半期ごとに経営計画

に対する進捗率や達成度について、事

業部門別の分析や各課題の抽出を行う

など業績評価を行うことを義務付けて

います。その内容については、半期ご

との IR説明会で自己評価及び課題を当

社取締役会の認識として説明すること

としております。 

また、その分析結果や課題は重要な材

料として、次期以降の経営計画に反映

するものとしております。 

補充原則４－１③ 取締役会は、会社の目指すところ

（経営理念等）や具体的な経営戦

略を踏まえ、最高経営責任者等の

後継者の計画（プランニング）につ

いて適切に監督を行うべきであ

る。 

●  当社の中期経営計画の策定や新規事業

の検討にあたっては、当社経営陣幹部

が共有している方向性・ビジョンを経

営計画に具体的に落とし込み検証する

プロセスにおいて、外部コンサルティ

ング機関であるアーンスト・アンド・

ヤング・ジャパン及び株式会社プラネ

ットプラン（代表取締役 伊藤良二氏は

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研

究科特任教授を兼任）を活用しており

ます。 

 

外部コンサルティング機関を活用する

目的は、このプロセスを通じて、次世

代経営者（取締役候補）に当社独自の

経営計画策定プロセスを共有・教育す

るための研修「ネクスト・マネジメン

トボード・プロジェクト」を実施する

と同時に、当該外部コンサルティング

機関に、この研修参加者である経営陣

の個人アセスメント評価を行わせるこ
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

とにあります。 

 

当社取締役会は、個人アセスメント評

価の結果を踏まえ、後継者の育成計画

に活かしております。 

原則４－２ 

（取締役会の役割・

責務(2)） 

取締役会は、経営陣幹部による適

切なリスクテイクを支える環境整

備を行うことを主要な役割・責務

の一つと捉え、経営陣からの健全

な企業家精神に基づく提案を歓迎

しつつ、説明責任の確保に向けて、

そうした提案について独立した客

観的な立場において多角的かつ十

分な検討を行うとともに、承認し

た提案が実行される際には、経営

陣幹部の迅速・果断な意思決定を

支援すべきである。また、経営陣の

報酬については、中長期的な会社

の業績や潜在的リスクを反映さ

せ、健全な企業家精神の発揮に資

するようなインセンティブ付けを

行うべきである。 

 

 ● 当社取締役会は、序章２に記載のとお

り、原則的には業務執行上の意思決定

は経営役員会及び業務執行取締役に委

任しており、個々の業務執行にかかわ

る事項が取締役会に付議されるのは、

監査等委員会が取締役会への付議を請

求した場合などに限定されておりま

す。 

 

また、序章３に記載の通り、社外取締

役は、経営陣に説明責任を求める権限

と制度が担保されており、相当性視点

からの検証についても、実効性の高い

監督は果たせているものと考えており

ます。 

 

しかしながら、「経営」と「執行」を明

確に分離していない状況下にある当社

において、社外取締役は、その助言機

能として議決権を行使する事項・事案

を有しており、当該事案においての独

立した客観的な立場という観点では、

自己監督の性格を有することから、本

原則は Explainとしております。 

 

また、取締役の報酬については、2015

年３月期より役員株式報酬制度を導入

しております。 

補充原則４－２① 経営陣の報酬は、持続的な成長に

向けた健全なインセンティブの一

つとして機能するよう、中長期的

な業績と連動する報酬の割合や、

現金報酬と自社株報酬との割合を

適切に設定すべきである。 

 

 ● 当社の取締役報酬については、上述の

とおり、役員株式報酬制度の導入によ

り、一部を自社株で付与しておりま

す。全報酬に占める自社株付与の割合

は、日本取締役協会「経営者報酬ガイ

ドライン（第三版）」（2013年４月 12

日）等で目指すべきとされる水準（３

割）には至っておらず、今後、当該水

準にまでその割合を上げていくことを

検討してまいります。 

（全報酬の自社株付与の割合） 

2015年３月期：25.3％ 

2016年３月期：0％ 

原則４－３ 

（取締役会の役割・

責務(3)） 

取締役会は、独立した客観的な立

場から、経営陣・取締役に対する実

効性の高い監督を行うことを主要

な役割・責務の一つと捉え、適切に

会社の業績等の評価を行い、その

評価を経営陣幹部の人事に適切に

反映すべきである。また、取締役会

   

 

● 当社取締役会は、半期ごとの業績評価 

を行い、その評価結果を適切に経営陣

の人事に反映するほか、適切な情報開

示体制、内部統制及びリスク管理体制

の整備を行うとともに、序章２に記載

のとおり、現取締役会の体制において

リスクとなる関連当事者間取引の審議
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

は、適時かつ正確な情報開示が行

われるよう監督を行うとともに、

内部統制やリスク管理体制を適切

に整備すべきである。更に、取締役

会は、経営陣・支配株主等の関連当

事者と会社との間に生じ得る利益

相反を適切に管理すべきである。 

 

及び監督を厳重に行う仕組みを採用

し、運用しております。 

 

序章３に記載のとおり、「経営」と「執

行」を明確に分離していない状況下に

ある当社において、社外取締役は、そ

の助言機能として議決権を行使する事

項・事案を有しており、当該事案にお

いての独立した客観的な立場という観

点では、自己監督の性格を有すること

から、本原則は Explainとしているも

のの、原則的には業務執行上の意思決

定は経営役員会及び業務執行取締役に

委任しており、個々の業務執行にかか

わる事項が取締役会に付議されるの

は、監査等委員会が取締役会への付議

を請求した場合などに限定されてお

り、実効性の高い監督は果たせている

ものと考えております。 

 

補充原則４－３① 取締役会は、経営陣幹部の選任や

解任について、会社の業績等の評

価を踏まえ、公正かつ透明性の高

い手続に従い、適切に実行すべき

である。 

 

●  当社取締役会は、経営陣の選任・解任

について、対象者を以下の点から評価

し、総合的に判断しております。 

① 業績計画に対する達成度、進捗度

合などの業績数値の評価 

（既存取締役の解任） 

② 第三者機関による経営陣（主に執

行役員）への個人アセスメント評

価結果から、取締役としての資質

を判断 

（新任取締役の選任及び解任） 

③ 人材マネジメント戦略、人事制度

改革の領域において著名である、

株式会社タイムズコア（代表 川

上真史氏はビジネス・ブレークス

ルー大学大学院教授を兼任）によ

る次期取締役候補としての適性評

価結果から取締役としての資質を

判断 

（新任取締役の選任） 

補充原則４－３② コンプライアンスや財務報告に係

る内部統制や先を見越したリスク

管理体制の整備は、適切なリスク

テイクの裏付けとなり得るもので

あるが、取締役会は、これらの体制

の適切な構築や、その運用が有効

に行われているか否かの監督に重

点を置くべきであり、個々の業務

執行に係るコンプライアンスの審

査に終始すべきではない。 

 ● 当社では、序章３に記載のとおり、「経

営」と「執行」を明確に分離しない体

制下で、取締役会は業務執行の決定と

監督の２つの機能を併せ持つものと位

置付けているため、個々の業務執行に

係るコンプライアンスの審査は、内部

システムの構築状況やリスク・マネジ

メント体制の監督と同等に重要性が高

いものであると考えております。 

原則４－４ 

（監査役及び監査

役会の役割・責務） 

監査役及び監査役会は、取締役の

職務の執行の監査、外部会計監査

人の選解任や監査報酬に係る権限

  - 
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

の行使などの役割・責務を果たす

に当たって、株主に対する受託者

責任を踏まえ、独立した客観的な

立場において適切な判断を行うべ

きである。また、監査役及び監査役

会に期待される重要な役割・責務

には、業務監査・会計監査をはじめ

とするいわば「守りの機能」がある

が、こうした機能を含め、その役

割・責務を十分に果たすためには、

自らの守備範囲を過度に狭く捉え

ることは適切でなく、能動的・積極

的に権限を行使し、取締役会にお

いてあるいは経営陣に対して適切

に意見を述べるべきである。 

補充原則４－４① 監査役会は、会社法により、その半

数以上を社外監査役とすること及

び常勤の監査役を置くことの双方

が求められていることを踏まえ、

その役割・責務を十分に果たすと

の観点から、前者に由来する強固

な独立性と、後者が保有する高度

な情報収集力とを有機的に組み合

わせて実効性を高めるべきであ

る。また、監査役または監査役会

は、社外取締役が、その独立性に影

響を受けることなく情報収集力の

強化を図ることができるよう、社

外取締役との連携を確保すべきで

ある。 

  - 

原則４－５ 

（取締役・監査役等

の受託者責任） 

上場会社の取締役・監査役及び経

営陣は、それぞれの株主に対する

受託者責任を認識し、ステークホ

ルダーとの適切な協働を確保しつ

つ、会社や株主共同の利益のため

に行動すべきである。 

●  当社は、序章２記載の前提②で述べた

とおり、当社代表取締役社長が大株主

である以上、中長期的な企業価値向上

に向けてのインセンティブが強く働く

状況にあり、株主と経営者の利益は、

基本的に一致するものと認識しており

ます。 

 

その上で、株主と経営者の利益が相反

する取引、すなわち関連当事者間取引

については、原則４－３に係る当社対

応でも述べたように、厳重に審議及び

監督を行える仕組みを採用することで

リスクを低減する運用を行っておりま

す。 

原則４－６ 

（経営の監督と執

行） 

上場会社は、取締役会による独立

かつ客観的な経営の監督の実効性

を確保すべく、業務の執行には携

わらない、業務の執行と一定の距

離を置く取締役の活用について検

討すべきである。 

 

 

● 序章３に記載のとおり、「経営」と「執

行」を明確に分離しない状況下にある

当社において、社外取締役がその助言

機能として個々の業務執行事項につい

ても議決権を行使する場合があり、当

該事案においての独立した客観的な立

場という観点では、自己監督の性格を

有することから、本原則は Explainと
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

しているものの、原則的には業務執行

上の意思決定は経営役員会及び業務執

行取締役に委任しており、個々の業務

執行にかかわる事項が取締役会に付議

されるのは、監査等委員会が取締役会

への付議を請求した場合などに限定さ

れることから、実効性の高い監督は果

たせているものと考えております。 

原則４－７ 

（独立社外取締役

の役割・責務） 

上場会社は、独立社外取締役には、

特に以下の役割・責務を果たすこ

とが期待されることに留意しつ

つ、その有効な活用を図るべきで

ある。 

（ⅰ）経営の方針や経営改善につ

いて、自らの知見に基づき、会社の

持続的な成長を促し中長期的な企

業価値の向上を図る、との観点か

らの助言を行うこと 

（ⅱ）経営陣幹部の選解任その他

の取締役会の重要な意思決定を通

じ、経営の監督を行うこと 

（ⅲ）会社と経営陣・支配株主等と

の間の利益相反を監督すること 

（ⅳ）経営陣・支配株主から独立し

た立場で、少数株主をはじめとす

るステークホルダーの意見を取締

役会に適切に反映させること 

 ● 

 

当社は、序章３に記載の通り、社外取

締役の監督機能と助言機能を明確に定

義し、権限を規程で定めることで実効

的な効力を担保しています。 

 

監督機能①：適法性視点からの歯止め 

（適法性視点には、会社と経営陣・支

配株主との間の利益相反や、少数株主

保護・株主平等原則に関わる視点など

が含まれますがこれに限りません） 

 

監督機能②：相当性視点からの検証 

 

助言機能：相当性視点からの経営参画 

 

しかしながら、序章３に記載のとお

り、「経営」と「執行」を明確に分離し

ない状況下にある当社において、社外

取締役がその助言機能として個々の業

務執行事項についても議決権を行使す

る事案があり、当該事案においての独

立した客観的な立場という観点では、

自己監督の性格を有することから、本

原則は Explainとしています。 

 

原則４－８ 

（独立社外取締役

の有効な活用） 

独立社外取締役は会社の持続的な

成長と中長期的な企業価値の向上

に寄与するように役割・責務を果

たすべきであり、上場会社はその

ような資質を十分に備えた独立社

外取締役を少なくとも２名以上選

任すべきである。また、業種・規模・

事業特性・機関設計・会社をとりま

く環境等を総合的に勘案して、自

主的な判断により、少なくとも３

分の１以上の独立社外取締役を選

任することが必要と考える上場会

社は、上記にかかわらず、そのため

の取組み方針を開示すべきであ

る。 

●  当社では、選任する取締役について厳選

する必要があると考えています。当社

は、末尾の添付資料に示したとおり、当

社取締役会全体で必要とする機能を「取

締役会機能マトリックス」としてまと

め、機能の種類を大きく２つに分類し、

それぞれ、「機能分類１：監督機能を果

たすための適性」、「機能分類２：企業価

値向上に資する助言機能適性」と整理す

る中で、社外取締役の起用要件として、

「機能分類１：監督機能を果たすための

適性」を必要条件と位置づける考え方を

採用しています。 

 

さらに、社内業務執行取締役も含めて、

取締役個々人の能力や経験等を本マト

リックスに準じて評価し、取締役会全体

としてこれらの機能すべてが充足され

る体制を追求しています。 
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

社内業務執行取締役は、そのバックグラ

ウンド、経験、知識など一定の共通項を

有することは、前述の前提①～③で示し

た当社の現在のステージを鑑みるに必

然と考えられる一方で、取締役会の多様

性や監督機能を充実させるためには、社

外取締役それぞれの知識や経験が偏る

ことなく、当社取締役会全体として求め

る機能を補完し均整のとれた体制の構

築に努めるとともに、新たな取締役候補

者を選定する際には、重要な検討材料と

して活用していくことが重要であると

考えています。 

 

取締役会機能マトリックス 

監督機能適性 

① 経営ノウハウ（４項目） 

② 会社法（４項目） 

③ ガバナンス・リスクマネジメン

ト（５項目） 

④ ファイナンス・エンゲージメン

ト（６項目） 

助言機能適性 

① ビジネス（５項目） 

② コーポレートアクション（４項

目） 

③ その他（４項目） 
 

補充原則４－８① 独立社外取締役は、取締役会にお

ける議論に積極的に貢献するとの

観点から、例えば、独立社外者のみ

を構成員とする会合を定期的に開

催するなど、独立した客観的な立

場に基づく情報交換・認識共有を

図るべきである。 

●  - 

補充原則４－８② 独立社外取締役は、例えば、互選に

より「筆頭独立社外取締役」を決定

することなどにより、経営陣との

連絡・調整や監査役または監査役

会との連携に係る体制整備を図る

べきである。 

 ● 

 

当社では、「筆頭独立社外取締役」を選

定していないものの、定期的に取締役

間での情報共有や意見交換の場を設け

ており、独立社外取締役と経営陣との

連携が容易な体制が整備されていま

す。 

原則４－９ 

（独立社外取締役

の独立性判断基準

及び資質） 

取締役会は、金融商品取引所が定

める独立性基準を踏まえ、独立社

外取締役となる者の独立性をその

実質面において担保することに主

眼を置いた独立性判断基準を策

定・開示すべきである。また、取締

役会は、取締役会における率直・活

発で建設的な検討への貢献が期待

できる人物を独立社外取締役の候

補者として選定するよう努めるべ

きである。 

● 

 

 当社では、取締役会の構成メンバーで

ある社内取締役及び社外取締役に求め

る役割を「取締役会機能マトリック

ス」（末尾添付）として定めておりま

す。 

 

取締役会機能マトリックス 

監督機能適性 

① 経営ノウハウ（４項目） 

② 会社法（４項目） 

③ ガバナンス・リスクマネジメ

ント（５項目） 
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

④ ファイナンス・エンゲージメ

ント（６項目） 

助言機能適性 

⑤ ビジネス（５項目） 

⑥ コーポレートアクション（４

項目） 

⑦ その他（４項目） 

 

序章４に記載のとおり、当該マトリッ

クスを通じて、独立社外取締役として

貢献しうる人物像を明確にしたうえ

で、能力、知見、経験が偏ることな

く、当社取締役会全体として求める機

能を補完し均整のとれた体制構築に資

する人物を候補者として、選定するよ

う努めております。 

原則４－10 

（任意の仕組みの

活用） 

上場会社は、会社法が定める会社

の機関設計のうち会社の特性に応

じて最も適切な形態を採用するに

当たり、必要に応じて任意の仕組

みを活用することにより、統治機

能の更なる充実を図るべきであ

る。 

● 

 

 当社では、序章２のとおりの機関設計

を採用し、原則４ー３に係る当社対応

に記載のとおり運用しているほか、リ

スクコンプライアンス委員会を設置

し、統治機能の充実に努めておりま

す。 

 

補充原則４－10① 上場会社が監査役会設置会社また

は監査等委員会設置会社であっ

て、独立社外取締役が取締役会の

過半数に達していない場合には、

経営陣幹部・取締役の指名・報酬な

どに係る取締役会の機能の独立

性・客観性と説明責任を強化する

ため、例えば、取締役会の下に独立

社外取締役を主要な構成員とする

任意の諮問委員会を設置すること

などにより、指名・報酬などの特に

重要な事項に関する検討に当たり

独立社外取締役の適切な関与・助

言を得るべきである。 

 ● 当社は、経営陣幹部・取締役の指名、

報酬などに係る検討にあたっては、外

部第三者機関の助言や意見などを入手

したうえで、それらを踏まえて検討を

行う仕組みを構築しております。 

 

経営陣幹部・取締役の指名について

は、当社が求める能力、知見、経験を

定めた「取締役会機能マトリックス」

により客観的に評価するとともに、補

充原則４－３①に係る当社対応に記載

した評価手続きを経て、行われるもの

としております。 

 

報酬については、人事コンサルティン

グファーム（マーサー・ジャパン株式

会社など役員報酬サーベイを実施して

いるファームを選定）からの助言を取

締役会に報告し、その助言を参考に検

討しております。 
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

    報酬決定のプロセス 

① 外部専門家による取締役会レ

クチャー（ⅰ：近時の取締役

報酬トレンド、ⅱ：当社取締

役報酬ポリシーについての講

評、ⅲ：当社取締役報酬決定

プロセスについての講評、

ⅳ：過年度の当社取締役報酬

水準・ミックスについての講

評） 

② 取締役会で代表取締役社長に

報酬決定一任決議 

③ 代表取締役社長の報酬案を監

査等委員会で説明 

④ 代表取締役社長による取締役

会へ決定報告 

 

なお、当社は独立社外取締役が取締役

の過半数を占めておらず、かつ指名・

報酬等に関する諮問機関も設置してい

ないため、本原則は Explainとしてい

ます。 

原則４－11 

（取締役会・監査役

会の実効性確保の

ための前提条件） 

取締役会は、その役割・責務を実効

的に果たすための知識・経験・能力

を全体としてバランス良く備え、

多様性と適正規模を両立させる形

で構成されるべきである。また、監

査役には、財務・会計に関する適切

な知見を有している者が１名以上

選任されるべきである。取締役会

は、取締役会全体としての実効性

に関する分析・評価を行うことな

どにより、その機能の向上を図る

べきである。 

● 

 

 当社では、選任する取締役について厳選

する必要があると考えています。当社

は、末尾の添付資料に示したとおり、当

社取締役会全体で必要とする機能を「取

締役会機能マトリックス」としてまと

め、機能の種類を大きく２つに分類し、

それぞれ、「機能分類１：監督機能を果

たすための適性」、「機能分類２：企業価

値向上に資する助言機能適性」と整理す

る中で、社外取締役の起用要件として、

「機能分類１：監督機能を果たすための

適性」を必要条件と位置づける考え方を

採用しています。 

 

さらに、社内業務執行取締役も含めて、

取締役個々人の能力や経験等を本マト

リックスに準じて評価し、取締役会全体

としてこれらの機能すべてが充足され

る体制を追求しています。 

 

社内業務執行取締役は、そのバックグラ

ウンド、経験、知識など一定の共通項を

有することは、前述の前提①～③で示し

た当社の現在のステージを鑑みるに必

然と考えられる一方で、取締役会の多様

性や監督機能を充実させるためには、社

外取締役それぞれの知識や経験が偏る

ことなく、当社取締役会全体として求め

る機能を補完し均整のとれた体制の構

築に努めるとともに、新たな取締役候補

補充原則４－11① 取締役会は、取締役会の全体とし

ての知識・経験・能力のバランス、

多様性及び規模に関する考え方を

定め、取締役の選任に関する方針・

手続と併せて開示すべきである。 

● 
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

者を選定する際には、重要な検討材料と

して活用していくことが重要であると

考えています。 

 

取締役会機能マトリックス 

監督機能適性 

① 経営ノウハウ（４項目） 

② 会社法（４項目） 

③ ガバナンス・リスクマネジメ

ント（５項目） 

④ ファイナンス・エンゲージメ

ント（６項目） 

助言機能適性 

⑤ ビジネス（５項目） 

⑥ コーポレートアクション（４

項目） 

⑦ その他（４項目） 

 

また、当社は、取締役全体としての知

識・経験・能力のバランス、多様性及

び規模に関する考え方について、本

「コーポレートガバナンス・コードに

対する当社ガイドライン（方針及び取

組み）」の公表をもって開示しておりま

す。 

補充原則４－11② 社外取締役・社外監査役をはじめ、

取締役・監査役は、その役割・責務

を適切に果たすために必要となる

時間・労力を取締役・監査役の業務

に振り向けるべきである。こうし

た観点から、例えば、取締役・監査

役が他の上場会社の役員を兼任す

る場合には、その数は合理的な範

囲にとどめるべきであり、上場会

社は、その兼任状況を毎年開示す

べきである。 

● 

 

 当社では、取締役が、他の上場会社の

役員を兼任する際には、その兼任状況

を株主総会招集通知、有価証券報告書

及び、当社 Webサイトにおいて、全て

開示する方針としております。 

 

加えて、非上場会社の役員との兼任に

つきましても、必要と判断するものは

併せて開示することとしております。 

補充原則４－11③ 取締役会は、毎年、各取締役の自己

評価なども参考にしつつ、取締役

会全体の実効性について分析・評

価を行い、その結果の概要を開示

すべきである。 

 

 

● 当社取締役会は、年に１回、以下の評

価を参考に、取締役会全体の実効性に

ついて、評価しております。 

① 業績計画に対する達成度、進捗度

合等の業績数値の評価 

② 各取締役の自己評価 

③ 人材マネジメント戦略、人事制度

改革の領域において著名である、

株式会社タイムズコア（代表 川

上真史氏はビジネス・ブレークス

ルー大学大学院教授を兼任）によ

る経営陣及び経営陣幹部としての

適性評価 

これらの分析・評価結果を開示してい

く手法などにつきましては検討してま

いります。 
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

 

原則４－12 

（取締役会におけ

る審議の活性化） 

取締役会は、社外取締役による問

題提起を含め自由闊達で建設的な

議論・意見交換を尊ぶ気風の醸成

に努めるべきである。 

● 

 

 当社取締役会では、社外取締役によ

る、建設的かつ活発な意見交換がなさ

れております。 

その社外取締役の発言要旨につきまし

ては、適時適切な場所において、必要

に応じて、公開するなど努めてまいり

ます。 

（例：ファイナンスの適時開示の際

に、開示文書内に、社外取締役の監督

の観点からの発言要旨を明文で記載す

る など） 

補充原則４－12① 取締役会は、会議運営に関する下

記の取扱いを確保しつつ、その審

議の活性化を図るべきである。 

（ⅰ）取締役会の資料が、会日に十

分に先立って配布されるようにす

ること 

（ⅱ）取締役会の資料以外にも、必

要に応じ、会社から取締役に対し

て十分な情報が（適切な場合には、

要点を把握しやすいように整理・

分析された形で）提供されるよう

にすること 

（ⅲ）年間の取締役会開催スケジ

ュールや予想される審議事項につ

いて決定しておくこと 

（ⅳ）審議項目数や開催頻度を適

切に設定すること 

（ⅴ）審議時間を十分に確保する

こと 

● 

 

 当社取締役会では、取締役会の運営に

ついて、以下のとおりルールを整備し

運営しております。 

 

当社では、全取締役が出席可能な取締

役会の年間開催スケジュールを確定

し、各月に上程される審議事項の予定

を一覧化し、取締役会メンバーで共有

しております。 

 

さらに、各月の取締役会終了後には、

翌月の議案の事前共有を義務付けてお

ります。これにより、取締役会メンバ

ーは必要に応じ、取締役会事務局を介

して必要情報を収集できるほか、十分

な検討時間を確保することが可能にな

ります。 

また、取締役会の資料は、会日の原則

３営業日前までに配布するように努め

る他、審議議案については、十分にそ

の審議が行われるよう運営に配慮して

おります。 

加えて、経営陣幹部間で共有している

エクゼクティブ・ガントチャート（テ

ーマ別の年間スケジュール一覧）は、

タイムリーに社外取締役に提供されま

す。 

原則４－13 

（情報入手と支援

体制） 

取締役・監査役は、その役割・責務

を実効的に果たすために、能動的

に情報を入手すべきであり、必要

に応じ、会社に対して追加の情報

提供を求めるべきである。また、上

場会社は、人員面を含む取締役・監

査役の支援体制を整えるべきであ

る。取締役会・監査役会は、各取締

役・監査役が求める情報の円滑な

提供が確保されているかどうかを

確認すべきである。 

● 

 

 当社では、取締役会事務局を経営企画

室に設置し、当該事務局が取締役との

会日の事前調整のほか、社外取締役の

求めにより、追加情報の提供を行うな

ど、取締役の支援体制を整備しており

ます。 

この他、定期的に、取締役間での情報

共有や意見交換の場が設けられ、常勤/

社外を問わず、円滑に情報を入手でき

る体制が確保されています。 

補充原則４－13① 社外取締役を含む取締役は、透明・

公正かつ迅速・果断な会社の意思

● 

 

 原則４－13に係る当社対応に記載のと

おり、取締役会事務局を設置し、当該
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

決定に資するとの観点から、必要

と考える場合には、会社に対して

追加の情報提供を求めるべきであ

る。また、社外監査役を含む監査役

は、法令に基づく調査権限を行使

することを含め、適切に情報入手

を行うべきである。 

事務局が社外を含む取締役の求めに応

じて、追加情報の提供や調査を行うな

ど、取締役の支援体制を整備しており

ます。 

なお、当社社外取締役の責任について

役員規程に定めており、当該取締役が

責任を果たす上で、情報入手を容易に

行えるよう、当該規程の中に併せて定

めております。 

補充原則４－13② 取締役・監査役は、必要と考える場

合には、会社の費用において外部

の専門家の助言を得ることも考慮

すべきである。 

● 

 

 当社では、取締役が必要とする場合に

は、会社の費用において外部専門家の

助言を得ることを認めており、本内容

を役員規程に定めております。 

補充原則４－13③ 上場会社は、内部監査部門と取締

役・監査役との連携を確保すべき

である。また、上場会社は、例えば、

社外取締役・社外監査役の指示を

受けて会社の情報を適確に提供で

きるよう社内との連絡・調整にあ

たる者の選任など、社外取締役や

社外監査役に必要な情報を適確に

提供するための工夫を行うべきで

ある。 

● 

 

 当社では、内部監査室が実施した監査

結果について、代表取締役社長への報

告及び定期的な取締役会への報告を行

うこととしています。 

また、原則４－13に係る当社対応に記

載のとおり、取締役会事務局を経営企

画室に設置し、当該事務局が取締役と

の会日の事前調整のほか、社外取締役

が必要とする情報の提供を行うなど支

援体制を整備しております。 

原則４－14 

（取締役・監査役の

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ） 

新任者をはじめとする取締役・監

査役は、上場会社の重要な統治機

関の一翼を担う者として期待され

る役割・責務を適切に果たすため、

その役割・責務に係る理解を深め

るとともに、必要な知識の習得や

適切な更新等の研鑽に努めるべき

である。このため、上場会社は、

個々の取締役・監査役に適合した

トレーニングの機会の提供・斡旋

やその費用の支援を行うべきであ

り、取締役会は、こうした対応が適

切にとられているか否かを確認す

べきである。 

● 

 

 当社では、取締役会として一般に期待

される役割を果たすことに加えて、社

会や環境の変化に対応しつつ、当社経

営の継続性を最重要視し、より高度な

経営判断を行っていくために、また、

より高度な監督機能を果たしていくた

めには、取締役のトレーニングは必要

不可欠であり、この考えに則したトレ

ーニングを実施することを方針として

おります。 

 

当社は、補充原則４－１③に係る当社

対応に記載のとおり、次世代経営者育

成に向けた研修（ネクスト・マネジメ

ントボード・プロジェクト）を実施す

るほか、会社の費用負担によって、新

任取締役研修及び既存取締役研修を毎

期必ず実施することをルール化してお

ります。 

 

さらに、当社は、取締役が自らの役割

を全うするために必要とする研修など

の機会を提供するものとし、その場合

には、会社が費用を負担するものとし

ております。 

 

補充原則４－14① 社外取締役・社外監査役を含む取

締役・監査役は、就任の際には、会

社の事業・財務・組織等に関する必

要な知識を取得し、取締役・監査役

に求められる役割と責務（法的責

任を含む）を十分に理解する機会

を得るべきであり、就任後におい

ても、必要に応じ、これらを継続的

に更新する機会を得るべきであ

る。 

●  

補充原則４－14② 上場会社は、取締役・監査役に対す

るトレーニングの方針について開

示を行うべきである。 

● 
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基本原則５ （Comply ５:Explain ０） 

上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株

主との間で建設的な対話を行うべきである。経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）は、こうした対話を通

じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に分かりやす

い形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれ

た理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきである。 

 

 当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、建設的な対話を通じて、株主・投

資家の意見に耳を傾けることの重要性を認識しております。代表取締役社長、CFO（情報取扱責任者）及び

IR 責任者を中心に IR 体制を構築し、当社経営に対する理解促進を図るための様々な取組みを積極的かつ

適切に行っていく方針です。 

 

原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

原則５－１ 

（株主との建設的

な対話に関する方

針） 

上場会社は、株主からの対話（面談）

の申込みに対しては、会社の持続的

な成長と中長期的な企業価値の向

上に資するよう、合理的な範囲で前

向きに対応すべきである。取締役会

は、株主との建設的な対話を促進す

るための体制整備・取組みに関する

方針を検討・承認し、開示すべきで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

●  当社では、IR説明会や株主総会の質

疑応答ほか、当社 Webサイトに設け

たお問い合わせフォームを通じて、

株主・投資家からの質問・意見に対

し、対話を意識した IR活動に努めて

おります。 

 

当社は IRを含めたコーポレートコミ

ュニケーション機能を備えており、

株主からの面談の申込みについて

は、コーポレートコミュニケーショ

ン責任者が集約して受け付けるもの

としております。 

当社取締役会は、上場企業として、

コーポレートコミュニケーションの

役割の重要性を認識しています。ま

た、当社のコーポレートコミュニケ

ーション責任者は、経営の方向性、

経営判断の基準など経営に関する情

報を経営陣幹部と常に共有し、経営

陣幹部と同等の情報量を持ち合わせ

ており、経営陣幹部に代わって面談

に臨むことが可能であり、当該責任

者には一般のスポークスマン以上の

機能を持たせています。 

 

また、株主・投資家の要請により、

面談の主旨を鑑み、合理的かつ可能

な範囲で代表取締役社長、CFOが面談

に応じるものとしております。 

補充原則５－１① 株主との実際の対話（面談）の対応

者については、株主の希望と面談の

主な関心事項も踏まえた上で、合理

的な範囲で、経営陣幹部または取締

役（社外取締役を含む）が面談に臨

むことを基本とすべきである。 

 

●  
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原則 内容 Comply Explain 当社対応（方針/理由） 

補充原則５－１② 株主との建設的な対話を促進する

ための方針には、少なくとも以下の

点を記載すべきである。 

（ⅰ）株主との対話全般について、

下記（ⅱ）～（ⅴ）に記載する事項

を含めその統括を行い、建設的な対

話が実現するように目配りを行う

経営陣または取締役の指定 

（ⅱ）対話を補助する社内のＩＲ担

当、経営企画、総務、財務、経理、

法務部門等の有機的な連携のため

の方策 

（ⅲ）個別面談以外の対話の手段

（例えば、投資家説明会やＩＲ活

動）の充実に関する取組み 

（ⅳ）対話において把握された株主

の意見・懸念の経営陣幹部や取締役

会に対する適切かつ効果的なフィ

ードバックのための方策 

（ⅴ）対話に際してのインサイダー

情報の管理に関する方策 

 

●  （ⅰ）当社では、情報取扱責任者で

あり IR担当取締役である CFOの指揮

のもと、コーポレートコミュニケー

ション責任者が IR活動全般を統括し

ています。 

 

（ⅱ）当社の経営企画室のメンバー

は、管理部門における総務、IT、財

務、経理、法務、人事の各組織の責

任者で構成されており、有機的な連

携が可能な体制になっています。 

 

（ⅲ）個別の面談のほか、半期ごと

の IR説明会においては、代表取締役

社長及び CFOが必ず説明を行うもの

としております。 

 

（ⅳ）株主/投資家からの問い合わせ

内容や意見なども含め、四半期ごと

に株主/投資家対応状況について取締

役会に報告し共有しております。 

 

（ⅴ）対話に際してはインサイダー

情報の管理を徹底しております。重

要な会社情報（決算情報を含む）の

漏洩防止の徹底と公平性確保のた

め、原則として、「決算期日から決算

発表日まで」の一定期間を沈黙期間

（クワイエットピリオド）とし、こ

の期間については決算に関するコメ

ントや質問への回答を控えており、

本方針は当社 Webサイトに掲載して

おります。 

補充原則５－１③ 上場会社は、必要に応じ、自らの株

主構造の把握に努めるべきであり、

株主も、こうした把握作業にできる

限り協力することが望ましい。 

●  当社では、毎期年４回（毎年３月、

６月、９月、12月末時点）株主名簿

を把握するものとしております。 

今後、必要に応じて、実質株主の判

明調査などの実施も検討してまいり

ます。 

原則５－２ 

（経営戦略や経営

計画の策定・公表） 

経営戦略や経営計画の策定・公表に

当たっては、収益計画や資本政策の

基本的な方針を示すとともに、収益

力・資本効率等に関する目標を提示

し、その実現のために、経営資源の

配分等に関し具体的に何を実行す

るのかについて、株主に分かりやす

い言葉・論理で明確に説明を行うべ

きである。 

●  当社では、中期経営計画の策定にあ

たり、取締役会において決議された

内容は、速やかに開示することとし

ております。 

基本方針のほか、収益計画、当社事

業の進展を示す KPI、ガイダンス、具

体的な施策等についても併せて開示

し、当社 Webサイトにも「中期経営

計画」専用のページを設け、掲載し

ております。 
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【終章】当社のコーポレートガバナンス・コードに対する対応方針（まとめ） 

当社取締役会は、機関投資家の投資対象となった場合も想定しつつ、上場企業として CGコードに則した

対応を行うことは重要であると認識し、その取組みを着実に進めていく考えです。当社の CGコードに対す

る対応方針は以下のとおりです。 

（１） 規模などに応じた対応（Comply or Explain）を適切に行う 

（２） Comply以外の代替案の優位性、合理性、正当性を検討し、説明責任を果たす 

（３） Comply以外を選択する場合、当社の状況に応じたリスク回避を最大限に考慮する 

（４） 当社が掲げたガイダンスに向けて段階的に CGコードへの対応を変化させる（序章６記載） 

本章に示したとおり、当社の現状においては、CGコードで求められるものとは一部異なる対応であるこ

とは十分に理解しております。今後、当社が提示したガイダンスを目指していく過程において、このガイ

ダンスに近づくにつれ、当社の取締役会の在り方も変化させる必要があると認識しております。 

当社は、今後も継続して、CGコードが本質的に狙いとしている効果・機能を念頭に、手法は異なりなが

らも目的を充足させるべく、適切なガバナンス体制の整備、構築に取り組んでまいります。                                            

 

 

以上 
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知見：本質的な理解を伴った知識、　見識：知見をベースとした主張・考え

原川取締役 大戸取締役 須藤取締役
社外取締役
全体

社内取締役 原川取締役 大戸取締役 須藤取締役
取締役会
全体

① 経営に関する経験値・ノウハウに関する事項 ① ビジネス・事業領域

複数の企業における経営陣幹部としての（実績を認められた）経験 ○ ○ ○ 不動産ビジネスにおける実績・経験・知見 ○ ○ ○

公開企業における幹部としての経験 ○ ○ 富裕層ビジネスにおける実績・経験・知見 ○ ○

多様な企業に対する（実績を認められた）経営コンサルティング経験 ○ ○ 金融商品に関する知見 ○ ○ ○

経営資源の評価及び活用（分配）に関する経験または見識 ○ ○ ○ ○ 一般的なマーケティング手法に対する知見 ○ ○ ○

② 会社法に関する事項 一般的なブランディング戦略に対する知見 ○ ○

会社法に関する見識 ○ ○ ○ ② コーポレートアクション領域

グローバルなコーポレートローに関する見識 組織再編、M&A/PMIに関する実績・経験・知見 ○ ○

関連当事者間取引に関する見識 ○ ○ ○ 組織マネジメントに関する実績・経験・知見 ○ ○ ○ ○

債権者・株主と経営者の利益相反事項に関する見識 ○ ○ ○ 多様な業績評価手法に関する知見 ○ ○ ○

③ ガバナンス及びリスクマネジメントの在り方に関する事項 多様な従業員評価手法に関する知見 ○ ○ ○ ○

コーポレートガバナンスに対する見識 ○ ○ ○ ③ その他の領域

リスクマネジメント（リスクの評価とアサーション）面での経験または知見 ○ ○ ○ 政治・経済・社会面からの将来環境に対する見識 ○ ○ ○

会計基準・会計監査に関する知見 ○ ○ IT、SNSを含む技術革新面からの将来環境に対する見識

内部統制システムの構築、評価に関する経験または知見 ○ ○ ○ ダイバーシティに対する見識 ○ ○

情報セキュリティの構築、評価に関する経験または知見 ○ ○ グローバルビジネスネットワーク ○ ○

④ ファイナンス（財務）及び株主・投資家とのエンゲージメントに関する事項

多様な資本政策、株式政策、資金調達に関する実績・経験・知見

国内機関投資家とのエンゲージメント経験または見識

海外機関投資家とのエンゲージメント能力 ○ ○

ディスクロージャー及び取引所規則に対する知見

スチュワードシップコードに対する見識

投資家（ベンチャーキャピタル、ファンドマネジャー等）としての経験 ○ ○

■エー・ディー・ワークス取締役会機能マトリックス

機能分類１（起用要件）：監督機能を果たすための適性（スキル・経験値等） 機能分類2（副次的期待）：企業価値向上に資する助言機能適性


